
別紙１ 

入札参加資格申請の工事種別について 

 

 

 五條市が発注する主な工事種別は、以下に示す１７工種になります。この中から登録を希望する工

事種別を市内業者及び市外業者とも６工種以内で選択し申請してください。 

 なお、この工事種別は、建設業法第３条第２項の別表上欄に掲げる建設工事の種類及び建設業の

許可申請に用いる建設工事の種類（２９業種）とは異なりますので、別紙２の「申請工事種別と建設業

法の工事の許可区分との対応一覧」を参照のうえ作成してください。 

 

表１ 工事種別及び工事内容の例 

 工事種別 工  事  内  容  の  例 

１ 01 土木一式  土木一式工事（管更正を含む） 

２ 02 建築一式  建築一式工事 

３ 13 舗装  道路等の舗装工事 

４ 05 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ  とび・土工・コンクリート工事 

５ 14 しゅんせつ 河川等の水底をしゅんせつする工事 

６ 11 鋼橋（上部工）  鋼材を用いて製作する橋桁等製作架設工事 

７ 01 ＰＣ橋（上部工） 
 プレストレストコンクリートによる橋梁等工事及び橋桁等製作架設
工事 

８ 23 造園  植栽工事、公園等の造園工事、緑地及び植栽管理 

９ 08 電気設備 
 道路・河川・公園等の照明設備、配電設備、建築物の電灯、コン
セント、動力、受変電、自家発電、火災報知、電話、情報、テレビ共
同受信等の電気設備工事 

１０ 22 電気通信 
 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報
設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事 

１１ 09 暖冷房衛生設備  空気調和設備工事、衛生設備工事、屋内水道設備工事等 

１２ 17 塗装  建物塗装、橋梁塗装、その他一般塗装工事 

１３ 18 防水  建築系の防水工事 

１４ 20 機械設備 
 水門設備、ポンプ設備、換気設備、昇降機設備及びその他機械
設備の工事で、電気設備工事・暖冷房衛生設備工事・通信設備工
事に属する工事以外のもの 

１５ 29 解体  工作物の解体を行う工事 

１６ 26 水道施設  上水道等の取水・浄水・配水等の施設の築造工事 

１７  その他 上記工事に属さない工事 

 

 



別紙２ 

 

申請工事種別と建設業法の工事の許可区分との対応一覧 

番号 申請工事種別 建設業法上の建設工事の種類 

１  土木一式  ０１ 土木一式工事 

２  建築一式  ０２ 建築一式工事 

３  舗装  １３ 舗装工事 

４  とび・土工・コンクリート  ０５ とび・土工・コンクリート工事 

５ しゅんせつ  １４ しゅんせつ工事 

６  鋼橋（上部工）       （※１）  １１ 鋼構造物工事 

７  ＰＣ橋（上部工）   （※２）  ０１ 土木一式工事 

８  造園  ２３ 造園工事 

９  電気設備  ０８ 電気工事 

１０  電気通信 ２２ 電気通信工事 

１１  暖冷房衛生設備  ０９ 管工事 

１２  塗装   １７ 塗装工事 

１３  防水  １８ 防水工事  

１４  機械設備  ２０ 機械器具設置工事 

１５  解体  ２９ 解体工事 

１６ 水道施設  ２６ 水道施設工事 

１７  その他 上記工事に属さない工事          （※３） 

 １．上表の左欄の工事種別に対応する右欄の建設工事の種類の許可を受けている場合に当該左

欄の入札参加資格審査を申請できます。 

 ２．入札参加資格の申請条件として施工実績があることが必須ですので、上欄の左欄の工事種別

に対応する建設業法上の建設工事の種類について、総合評定値通知書の年平均完成工事高が

「１」以上ない場合は申請できません。 

  特に、※１及び※２については、経営事項審査結果通知書の内訳表示（※１は「鋼橋上部」、※

２は「プレストレストコンクリート構造物」）について年平均完成工事高がない場合は申請できま

せん。 

 ３．※３の「上記工事に属さない工事」とは、建設業法上の建設工事の種類「２７ 消防施設工事」

等です。入札参加希望工事種別申請書（様式２）の「１７その他」の希望欄に○印を記入し、括弧内

に希望する工種を記入してください。 


